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                                   令和8年1月20日 

                                戸田市長 菅原 文仁  

 

「教育総合データベース構築・運用設計業務」 

指名型プロポーザル方式業者選定説明書 

 

下記契約の業者選定をプロポーザル方式により実施しますので、このプロポーザル方式業者選

定（以下「選定」という。）に参加する意向がありましたら、下記により必要書類を作成し、提出

してください。なお、選定への参加に当たっては、必ず指名通知書を確認し、内容を熟知の上、

行ってください。 

また、選定の参加に必要な書類については、この説明書の末尾に記載してある本市ホームペー

ジの契約を所管する課のページから所定の様式を取得してください。 

 

記 

1 契約の名称、履行期限等 

（1）名称     教育総合データベース構築・運用設計業務 

（2）場所     戸田市内（および受注者の事業所、クラウド環境上） 

（3）履行期間   令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（4）支出限度額  金22,044,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※本金額は契約時の予定価格を示すものではありません。 

 

2 契約の内容 

（1）目的 

本市では、令和 5 年度に「教育総合データベース」を構築し、教育データの利活用を推進

してきた。しかし、データ活用が学校現場に浸透するにつれ、リアルタイム連携の欠如や手

作業による運用負担、UI/UX の課題等が顕在化している。 

本業務は、Google Cloud 等のクラウドネイティブな技術を活用し、アカウント管理の自

動化、児童生徒の CRM 機能、BigQuery 等を用いたデータ分析基盤など、上記課題を解決

する新たな環境（連携基盤）を構築することを目的とする。構築にあたっては、学校現場お

よび教育委員会双方にとって実効性の高いシステムとすることを前提に、運用開始後の長

期的な運用を見据え、運用コストの抑制を図るとともに、教職員や教育委員会が安定的かつ

簡便に操作・保守を行うことが可能な、運用・保守負担の少ない、メンテナンス性に優れた

システムとすることを重視する。 

 

（2）業務概要 

別添の仕様書に基づき、以下の業務を行う。なお、別添仕様書は事業者からの提案書に

基づき改訂したもので契約を行う。 

１ システム構築業務・運用設計 

 アイデンティティ（Google Workspace アカウント・グループ等）のライフサイクル

管理自動化機能の構築・運用設計 

 児童生徒に関する指導記録、気づきメモ、議事録等の入力・管理機能（児童生徒 CRM

システム）の構築・運用設計 

 BigQuery 等を活用した DWH・ETL パイプラインの構築、Looker Studio 等による

ダッシュボードの構築・運用設計 

 既存データの移行 

２ クラウドサービスの調達 

 Google Cloud 等のクラウド利用料や各種ライセンス等の調達 

３ トレーニング及び技術移転 
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 管理者向け Google Cloud 研修の実施 

 システム管理者・利用者向け研修の実施 

 運用マニュアルの作成 

（3）成果物 

上記（1）の目的の下、必要な機能を備えた教育総合データベースと関連するシステムの設計書

および運用設計書を提出すること。なお、詳細な成果物は別添の仕様書のとおりです。 

 

3 提案書提出意思確認書の提出方法等 

（1）期間  令和8年1月19日 午前9時00分から令和8年2月13日 午後5時00分まで 

（2）場所  戸田市教育委員会教育政策室教育政策担当 

      〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 

（3）方法  郵送又は持参   ※所定の様式にて期間内必着 

 

4 提案書及び参考見積書の提出方法等 

（1）期間  令和8年1月19日 午前9時00分から令和8年2月19日 午後5時00分まで 

（2）場所  戸田市教育委員会教育政策室教育政策担当 

         〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 

（3）方法  郵送又は持参   ※所定の様式にて期間内必着 

 

5 評価基準等 

（1）評価点の算出方法 

提出された提案書のうちから契約について最適なものを特定するため、プロポーザル方

式選定委員会において、以下に記載の提案書を評価するための基準（以下「評価基準」とい

う。）に基づき提案書を審査し、評価点を算出します。算出後、評価点の最も高い提案書に

ついて、契約について最適な提案書として特定します。なお、提案書と同時に提出された選

定において参考とする見積書（以下「参考見積書」という。）に記載の見積価格（以下「参

考見積価格」という。）については、評価の対象には含まれませんが、参考見積価格が支出

限度額の制限の範囲を超える場合は、当該提案書を無効とし、評価点の算出は行いません。 

（2）特定者の決定方法 

① 契約について最適な提案書として決定された提案書の提出者を、特定者として決定しま

す。 

② ①において、評価点の最も高い者が2者以上あるときは、参考見積価格が最も低い者を

特定者として決定します。また、参考見積価格についても同額のときは、くじにより決定

します。 

（3）評価基準 

提案書に記載された内容を添付資料及び各種データ等により確認して評価（採点）します。

また、ヒアリングを実施する場合は、ヒアリング内容についても評価の対象となります。 

提案の評価項目、評価基準、配点は別添の評価項目一覧のとおりです。 

（4）最低基準 

提案書の評価に当たっては、対象契約の履行に必要となる最低限の基準（以下「最低基準」

という。）を次のとおり設定します。評価基準に基づく提案書の審査の結果、最低基準を満

たさない提案書については、失格とします。また、すべての提案書が最低基準を満たさない

場合は、「特定者なし」として選定を不成立とします。 

最低基準：基礎点合計の 70%以上を獲得し、かつ、各大項目の基礎点についてそれぞれ

50%以上を獲得すること。最低基準を満たさない提案書は失格とします。 

 

 

6 選定に関する事項 

（1）ヒアリング（プレゼンテーション）の有無 
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実施する ※日時は2月最終週（2月24日～2月27日）に実施予定。ヒアリング実施通知書

により別途通知します。 

（2）評価内容の担保 

提案書は、契約内容の一部とし、発注者の指示により実施しない提案内容を除き、提案

書にある提案内容はすべて履行確認の対象となります。受注者の責により提出された提案

書の内容を満たすことができなかった場合は、再度履行又は補修するものとします。再度

履行又は補修が困難あるいは合理的ではない場合は、違約金として不履行となった評価項

目の配点に応じた金額（配点1点を契約金額の1％に相当させた金額。）を支払うことを受

注者に求めます。また、戸田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加

停止措置を行うことがあります。 

（3）虚偽の記載 

当該契約の締結前に提案書等に虚偽記載が判明した場合は、その提案書等を提出した者

は失格とします。契約締結後に提案書等に虚偽記載が判明した場合は、違約金として契約

金額の5％を支払うことを受注者に求めます。また、戸田市の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱に基づく入札参加停止措置を行うことがあります。 

 

7 提出を求める提案書 

提出する提案書の部数は正本（1部）及び副本（6部）を提出してください。また副本の電子

データ（PDF）をメールによって提出してください。提案書は、ヒアリング（プレゼンテーシ

ョン）に用いるため、資料はＡ4横とし、横書き、合計30枚以内（表紙、目次、企業概要を含

まない）で作成してください。提案書とは別に、参考資料を別添としてもかまいませんが、プ

レゼンテーションで用いることはできません。 

表紙（市所定の「提案書」）を1頁とした通し番号を付するとともに、全頁数（頁の例：1／

○○～○○／○○）を表示してください。なお、表紙以外は任意の書式とし、提出する提案書

のうち正本については、表紙に所在地、商号、代表者職氏名等の必要事項を記載し、代表者印

を押印してください。 

正本のほか複数部提出する場合のその他の部数の表紙については、商号等の記載・押印をし

ないでください。提案書および別添参考資料については、正本の表紙を除き提出者名及びそれ

を類推させる内容（ロゴマーク等）を記載しないでください。正本の表紙を除く提案書及び別

添参考資料に記載された内容により提出者名が特定される場合は、当該提出者は失格となり

ますので、提案書及び別添参考資料の作成にあたっては十分に注意してください。 

また、郵送で提出する場合は、発送後に所管課へ到着確認を行ってください。 

 

8 提出を求める参考見積書 

提出する参考見積書の部数は1部とし、所定の様式によるものとします。なお、参考見積書

は封入封緘して提出することとし、封筒には「見積書在中」と明記し、宛先、件名、所在地、

商号、代表者職氏名を記載の上、代表者印で封印してください。消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に

相当する金額を参考見積書に記載してください。 

また、郵送で提出する場合は、発送後に所管課へ到着確認を行ってください。 

 

9 結果通知及び評価状況の情報提供 

（1）特定者の決定結果通知 

特定者及び特定者とならなかった者の決定結果については、決定後、速やかに特定者決

定結果通知書により通知します。 

（2）評価状況の情報提供 

特定者決定結果通知日の翌日から7日以内（閉庁日を除く）を期限とし、提案書の提出者

から自らが特定されなかった理由に関する情報提供について文書による依頼があった場合

は、依頼のあった日から起算して7日以内（閉庁日を除く）に当該提出者の評価状況を情報

提供します。なお、提案書が失格、無効等になり、評価点の公表対象とならなかった者に
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は情報提供は行いません。 

 

 

10 事業説明会の実施 

（1）開催日時  令和8年1月26日 午後4時から午後5時まで 

（2）開催方法  オンライン（Zoomウェビナー） 

ウェビナーID：989 2662 1764 

ウェビナーパスコード：026131 

リンク：https://city-toda-saitama-jp.zoom.us/webinar/register/WN_IlA

7EwVIRCSxWB0cfupscA 

（3）留意事項  本選定に参加するためには、本説明会に原則参加するものとする。ただし、や

むを得ない事情により、参加できない場合は、説明会の録画映像を視聴する

こととする。 

 

11 選定及び当該契約に関する質疑 

（1）期間   令和8年1月19日 午前9時00分から 

令和8年2月4日 午後5時00分まで 

（2）所管課  戸田市教育委員会教育政策室教育政策担当 

（3）方法   任意の書式に件名、質疑の内容を簡潔にまとめ、電子メールで所管課まで送信 

 ※電話、ファクシミリ、口頭等による質問は受け付けない。期間内厳守 

（4）回答   令和8年2月6日 午後5時までに所管課ホームページに掲載 

 

12 無効又は失格の基準等 

① 参考見積価格が支出限度額の制限の範囲を超えるときは、提案書を無効とします。 

② 提案の内容の実現性及び有効性の確認が出来ないときは、提案書を無効とします。 

③ 提出された提案書が不誠実（提案書のうち提案部分がすべて白紙又は「なし」等の記述

のみの場合等）であるときは、提案書を無効とします。 

④ 提案書の内容が、発注者の定める最低基準を満たさないときは失格とします。 

⑤ 提出された提案書に不備があった場合、訂正を求めることなく、関係する評価項目の得

点を与えません。ただし、ペナルティ項目については減点として計算します。 

 

13 特定者の決定後の手続き 

特定者の決定後、特定者の提出した提案書等の内容を踏まえ当該契約に係る仕様書を作成

します。特定者は、仕様書に基づき見積書を作成し、提出することとなります。見積書提出等

の契約に関する事項については、契約の相手方となる者に対して改めて通知します。なお、特

定者の決定から契約の締結までの間に、特定者が戸田市の契約に係る入札参加停止等の措置

要綱に基づく入札参加停止措置を受けた場合は、特定者としての決定を取り消します。 

別添仕様書については提案書作成の参考資料として作成したものであるため、本選定に参

加する事業者は別添仕様書を参考としつつ独自の提案を行ってください。 

 

14 その他必要があると認める事項 

① 提案書に記載された内容については、その後の他の契約において、その内容が一般的に

使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとします。ただし、工業所

有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではありません。なお、発注者

は提案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うもの

とします。また、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしませ

ん。 

② 提案書の作成及び提出に要する費用及びヒアリングを実施する場合に要する費用は、

提案者の負担とします。 

③ 提出された提案書は、この選定以外に提出者に無断で使用しません。 
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④ 提出された提案書は、返却しません。 

⑤ 提出後に提案書の修正は認めません。 

⑥ 提案書の提案内容に品質等に係る試験等を要するものがある場合で、その費用が発生

するときの費用は、提案者の負担とします。 

⑦ 受付締切後に到着した提出書類は受理しないので、郵便事情等を考慮し、余裕をもって

持参又は発送してください。不備を指摘された場合の再提出についても、特別の事情が

ある場合を除き所定の受付期間と同様とします。また、提出期限を過ぎて提出のない場

合は、選定を辞退したものとみなします。 

 

15 契約を所管する課 

 戸田市教育委員会教育政策室教育政策担当 

 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 

TEL：048－441－1800（内線 3362） 

URL(課のページ) http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/ 

    E-mail：kyo-seisaku@city.toda.saitama.jp 

 

16 関連資料 

（１） 戸田市教育政策シンクタンク第8回アドバイザリーボード資料 

（https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/life/157176_329873_misc.pdf） 

（２） 戸田市教育政策シンクタンク第7回アドバイザリーボード資料 

（https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/life/152622_320968_misc.pdf） 

（３） 文部科学省教育データの利活用に関する有識者会議（第24回）戸田市発表資料 

（https://www.mext.go.jp/content/240801-mext_syoto01-000037261_3-1.pdf） 

 

以上 

 


